
                                                               令和２年５月１９日 

 

保護者の皆様 

 

   市川三郷町立市川南学校 

校  長   上田 真司 

 

新型コロナウイルス感染症に対応した学校の再開等について 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言について、５月１４日に山梨県が実施区

域から解除されたことを受け、同日をもち緊急事態措置も終了いたしました。これを受け、計画どおり

学校を再開するよう市川三郷町教育委員会から指示がありました。 

 保護者の皆様におかれましては、引き続き感染拡大防止対策をしていただく中での対応をよろ

しくお願いいたします。 

  

  

１ 再開日  令和２年５月２５日（月） 

 

２ 対象   全学年生徒 

       

３ 留意点 

・２５日（月）から２９日（金）までは半日で給食はありません。給食は６月１日（月）から始まり

ます。 

・手洗い、うがい、マスクの着用など、感染症対策についてさらに徹底しご家庭で取り組んでくださ 

い。 

・学校からの情報は、保護者の皆様に、ホームページや連絡網メールを通じてお伝えします。 

  

４ お子様の健康状態について 

・感染の早期発見・早期治療を実現させるため、毎朝の検温を実施していただき平熱より１度以上高

い発熱、軽度であっても咳やのどの痛み、嘔吐・下痢等の症状がある場合は、まずは学校に連絡を

いただくとともに、下の「帰国者・接触者相談窓口」へご相談ください。 

・新型コロナウイルスに感染した場合は保健所と連携を取り指示を受ける中で、すぐに学校までご連

絡ください。 

新型コロナウイルス感染症についての相談窓口 

 

・峡南保健所（地域保健課） 

 ０５５６－２２－８１５８ 

 

※児童・生徒や保護者等の相談窓口として、「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」及び面接による相談があ

りますので、適宜活用いただくようお願いします。 

電話による相談  ０１２０－０－７８３１０（なやみいおう） 

面接相談  ０５５－２６３－３７１１（月～金の午前９時～午後５時） 


